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災害時のトイレ問題
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地震等自然災害により被災者がෆ自༝な
避生活を༨ّなくされ、݈߁悪化にܨが
る事例が災害の度に報じられている。なか
でも災害時のトイレ問題はਂࠁであり、ト
イレをײછ源としたײછのൖや使い׳
れないトイレ利用を避けようとして、ҿ食
をզຫし、それが݈߁被害や関連ࢮの原因
となることも知られている。

災害時のトイレ問題は、災害によって݈
となる事象の一部であり、事ࠔ維持が߁
前の備えや発災時の適な対応が求められ
る。防災対策におけるトイレ問題は、保݈
衛生や汚水・廃棄物処理など多分野にわた
るが、ここでは、これまでの災害経ݧに基
づき災害トイレの基本的な事項について検
討してみたい。

１．災害時のトイレ利用

（1）災害トイレの流れ

災害時のトイレ問題は、過去の被災経ݧ
から多くの܇ڭをಘており、国や自治体か
ら提供されている防災マニュΞル類にはト
イレに関する記述があり、重要な事項とし
てѻわれている。しかし、現実には災害の
たびに避所等におけるトイレ問題が題

になっており一の改善の༨地があること
を示ࠦしている。

݈常者の場合、排ᔔをզຫできる時間は
２ʙ３時間が限度とされ、災害時において
トイレ利用環境を早ٸに整える必要があ
る。災害トイレ対策には、時系ྻ的に発災
直後の応ٸ対応とした携帯・簡қトイレ等
の適正配備に続いて、Ծ設トイレの手配・
配備がある。さらに、トイレから排出され
る汚水・汚物処理の分野では、排水や車両
収ू、汚水・廃棄物処理施設の応ٸ対応や
復旧対策などがあり、各設備の被災・復旧
状況によってはトイレ利用が制限され、Ծ
設トイレ利用が長期にわたる例もある。ま
た、ू合住宅では、౩内の排水系౷が被災
すると階下にし排水が流出するڪれがあ
り、復旧するまでトイレ利用が制限される
例もある。

（2）災害トイレの準備

災害トイレの応ٸ対応として、備品に
よる携帯・簡қトイレが利用される。これ
らは、自治体や地区では֓ね準備されてお
り、家庭においても防災備品として携帯ト
イレの備も認識されつつある。携帯トイ
レ等の応ٸ措置期間は֓ね発災から７日程
度と想定されている。
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携帯トイレに続く災害トイレとして、ワ
ンボックス型Ծ設トイレがあり、工事現場
等で見かけるタイプである。その大きさか
ら備数量に限度があり、発災後に周辺あ
るいは広域から調達する例が多く、調達に
時間を要することが知られている。これま
での災害事例から、ワンボックス型Ծ設ト
イレの調達は早くて１ि間程度かかり、道
࿏の被災程度によってはさらに長期を要す
ることもある。

（3）し尿排水･廃棄物の処理

ฏ常時のトイレ排水は、収ूʵし処理
場、排水ʵ浄化槽・下水処理場の流れで処
理されるが、被災程度によりこの流れが
ることとなる。道࿏が被災すると、水道管
や排水管のライフラインがダメージを受
け、収ूや汚水処理がෆ能となり、トイレ
利用が制約されることとなる。下水道地区
においては、配管が復旧するまでの間のト
イレ利用制限や下水処理場が復旧するまで
の間のポンプ場での簡қ処理、Ծ設浄化槽
利用による対応例がある。また、下水道未
整備地区では、道࿏復旧、浄化槽復旧及び

し処理施設復旧の状況に応じて、ټ取り
ศ槽や浄化槽利用が制約される。このよう
にトイレ利用は、インフラの被災程度及び
復旧状況により制約を受けるため、行政や
建物管理者等からの広報等にҙして、適
正な対処が求められる。

２．災害トイレの準備

（1）携帯・簡易トイレ

前述のとおりトイレ対策は時系ྻで変化
し、初期にԾ設トイレが配備されるまでの
間は、備品の携帯・簡қトイレ利用が主

表１　災害トイレの必要数量

図１　簡易トイレ
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となる（ਤ̍）。これらの備型トイレは、
製品化され広く流通しており、入手や保管
は容қである。ศାは既存トイレศ座、ઐ
用ศ座及びダンボールศ座等に取り付けて
使用され、さらに外利用の場合は、上

（テント型、パネル組立型等）と組み合わ
せて用いられる。参考に携帯トイレの必要
備数量を表̍に示す。携帯・簡қトイレ
では、排ᔔしは固形廃棄物として排出さ
れるため、避所等から多量に発生するこ

とになり、収ूまでの一時保管方法やごみ
処理機能がఀした場合の措置など、衛生
対策にཹҙする必要がある。

（2）仮設トイレ

Ծ設トイレの代表としてワンボックス型
Ծ設トイレがある。本品は、車ࡌ可能でコ
ンパクト性に༏れている反面、手配してか
ら届くまで時間を要する、室内がڱい、和
ࣜが多い、入口段差がある、ஷཹ部容量が

図 2 -１　 下水直結式仮設トイレ（マンホールトイレ）例（出典：横浜市下水道河川局）

図 2 - 2 　 大容量貯留型仮設トイレ例（出典：高知市S社パンフレット）
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খさい、定期ټ取りを必要とするなど調達
や運用上の制約がある。このため、備・
調達及びし収ूに関して、事前に近ྡ自
治体と災害協定を交わすなど計画策定が求
められる。なお、通常のԾ設トイレは、要
հ護者や高ྸ者にとってෆศであるため、
自動ີ෧ࣜ簡қトイレや移動ࣜ多目的トイ
レ車両が実用化されている。後者の移動ࣜ
タイプは高価であるため、自治体間で融通
するなど計画的な配備が求められる。

ワンボックス型トイレのஷཹ性を高める
方策として、ਤ ùに示すように下水道管の
上部や地下ศ槽の上部に組立ࣜトイレ上
を配した改良型のԾ設トイレも実用化され
ており、今後、避拠点への計画配備が望
まれる。

（3）災害トイレの必要数量

災害トイレは、予め備により準備が可
能な製品と発災後に他所から調達するもの
に大別される。必要数量を表̍に示すので
参考とされたい。なお、携帯トイレは使用
ༀࡎの使用期限に応じた更新が必要であ
る。

（4）避難所等のトイレ管理

避所等における使い׳れないトイレ使
用では、周ғが汚れがちになるため、ศ器、
চ、ドΞϊブ等のਗ਼ܿ維持が重要で、使用

マナーのపఈや定期ਗ਼が؊要である。ਗ਼
ස度やਗ਼体制（当൪制）については、
トイレ担当者を選任し、状況に応じて見直
すことも求められる。また、ཤき物の使い
分け、உঁ別、防൜、照明に配慮する必要
がある。避所では、ঁ性が中心となって
ਗ਼担当する例が見られるが、உ性の参加
も望まれる。

３．地区事情に応じた計画作り

防災計画の策定において、౦日本大震災
をܖ機に行政主体の対応に限界があったこ
とから防災計画の策定手ॱは、ਤ úに示す
とおり初めに自主防災組織や事業者などが
主体となって「地区防災計画」を策定し、
その内容を自治体の地域防災計画に反өさ
せて防災計画を策定するよう改められた。
とくに、人口がू中する都市災害では、行
政が指定する避所の絶対数ෆや運営職
員ෆなどにより、避場所が自宅や事業
所となることも想定されることから、公助
に限界があり、地区、事業者、ݸ人の防災
力強化が問われることとなる。一方、行政
対応では、今般の能登半島地震において老
朽化した水道配管がഁ損し、復旧するまで
トイレ利用に支障を来した例のように公共
インフラの耐震化対策ならびに計画保全の
重要性について改めて認識された。

　４． 災害に対する
国民の理解

日本は、100年前の関౦大
震災など多くの自然災害によ
る被災経ݧを有しており、被
災に関する貴重なঝや体ݧ
ஊなどがଗっており、広く認
知されている。一方、ࡢ今の
ҟ常気象による風水害など新
たな災害への対策も求められ

図 3　 地区防災計画の位置付け
（出典：内閣府地区防災計画ガイドラインを参考に作成）
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ている。ݸ人レベルでは、大災害の度に防
災に関心が高まるものの、時間経過ととも
にة機ײがബらいでゆくことは൱めない。
このため、国、自治体、自主防災組織等は、
組織やݸ人に対して様ʑな防災ܒ発を行っ
ている。防災活動例としては、地区や職場
での定期防災܇࿅の実施、防災組織や職場
での災害マニュΞル࡞り、খֶߍでの災害
ֶश（簡қトイレ࡞り体ݧ等）の導入など
国民の防災ҙ識向上にめており、ܧ続し
た活動が期される。

国民の生活環境が向上し、基本的な公衆
衛生がれられつつあるが、近年のパンデ
ϛック発生を機会に再び衛生対策が見直さ
れている。関係機関や自主組織において防
災活動をܧ続するなど国民一体となった防
災への取組みが望まれる。
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サーキュラーエコノミーを加速する
「情報革命」
　近年のＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）、ビッグデータ、ブロックチェー
ンなどに代表される情報技術の進化と普及は、各業界で業務や生産効率を改善し、
労働力不足の課題にも一定の成果を挙げつつある。廃棄物分野においてもこうした
流れを加速するため、廃棄物処理・リサイクルＩｏＴ導入促進協議会が設立された。
　本書は同協議会の主要メンバーにより２年間にわたって続けられた環境新聞連載
コラムを中心に、各種論文や同協議会が関連各省庁等に向けて毎年行ってきた提
言などをまとめたもの。情報とその活用技術で新たなイノベーションを生み出すため
の、ヒントが得られる内容となっている。




